様式第５号（第10条関係）

質疑は下記へ電子メール又はＦＡＸで送信してください。
	西海市役所
長寿介護課宛
	電子メール
	choju＠city.saikai.lg.jp

	
	ＦＡＸ
	[bookmark: _GoBack]０９５９－２３－３１２２


■質疑期間：　令和８年２月９日から　令和８年２月16日　17時まで

質　疑　書（回答書）
	業務名称
	第10期西海市介護保険事業計画・老人福祉計画・認知症施策推進計画策定業務委託

	年　　月　　日
	質疑者

	【質疑内容】









	年　　月　　日
	担当部課

	【回答内容】










注意　１　質疑は、この質疑書により行い、電話、面会による質疑はしないこと。
２　質疑に対する回答は、西海市ウェブサイト又はＦＡＸ等により回答します。
